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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の工程：
（１）　一水和アルミニウムを沈殿させるために、酸性アルミニウム源と塩基、あるいは
塩基性アルミニウム源と酸を混合する工程、
（２）　熟成工程、
（３）　濾過工程、
（４）　洗浄工程、および
（５）　乾燥工程
を行うことを特徴とし、かつ工程（１）の混合が、逆混合を伴わないで行われることを特
徴とし、０．３μｍ以下の直径に対して少なくとも８０重量％の分散度を有し、５０Å未
満のクリスタライト（晶子）のサイズを有し、かつ細孔直径８０～１５０Åを有する水和
アルミニウムの調製方法。
【請求項２】
　工程（１）の混合が、ピストン流反応器において行われることを特徴とする、請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　工程（１）の混合が、スタティック・ミキサー内で行われることを特徴とする、請求項
１または２記載の方法。
【請求項４】
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　次の工程：
（１’）　逆混合を伴う撹拌反応器内で、ｐＨ６～８．５、温度５０～９５℃で、硫酸ア
ルミニウムと塩基とを混合する工程、
（２’）　ｐＨ９～１１、温度６０～９０℃での熟成工程、
（３’）　濾過工程、
（４’）　洗浄工程、および
（５’）　乾燥工程
を行うことを特徴とし、０．３μｍ以下の直径に対して少なくとも８０重量％の分散度を
有し、５０Å未満のクリスタライト（晶子）のサイズを有し、かつ細孔直径８０～１５０
Åを有する水和アルミニウムの調製方法。
【請求項５】
　塩基性アルミニウム源がアルミン酸ナトリウムおよびアルミン酸カリウムのような塩基
性アルミニウム塩から選ばれることを特徴とする、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　工程（１’）の間、ｐＨが６．５～８．５であることを特徴とする、請求項４または５
記載の方法。
【請求項７】
　工程（１’）の間、ｐＨが６．５～７であることを特徴とする、請求項４～６のうちの
いずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　工程（１’）の間、温度が５０～７０℃であることを特徴とする、請求項４～７のうち
のいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、新規水和アルミニウム、該水和物の調製方法および触媒あるいは触媒担体の調
製におけるその使用法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
水和アルミニウムは、触媒あるいは触媒担体を調製するのに使用される。調製は、通常、
水和アルミニウムを成形し、ついでこれをアルミナに変換するために該水和アルミニウム
を焼成することからなる。水和アルミニウムの特性は、得られたアルミナの特徴に影響を
及ぼし、その結果、触媒および触媒担体の適用特性に影響を及ぼす。従って、水和アルミ
ニウムの水中における高い分散性は、要望される特性の１つである。何故なら、この高分
散性によって、有利な特性を有する触媒あるいは触媒担体の調製が可能になるからである
：すなわち、
・まず分散性水和アルミニウムは、アルミナの凝集物あるいは集合体を含まない触媒担体
を生じる。従って、均質担体が得られる。
【０００３】
・ついで、分散性水和アルミニウムを用いることにより、成形条件がより温和（例えば酸
割合が非常に低い）であり、このことにより、大きな総細孔容積を保持することが可能に
なる。
【０００４】
・最後に、分散性水和アルミニウムにより生じた触媒あるいは触媒担体は、メゾ細孔およ
び／またはマクロ細孔を含まない単一モードの細孔分布を有する（メゾ細孔および／また
はマクロ細孔は、その中央値直径を超えるサイズのあらゆる細孔を意味する）。精油所に
おける水素化処理のようないくつかの適用において、これらメゾ細孔および／またはマク
ロ細孔の不存在が求められている。実際、細孔の直径が小さい（１００Å）場合、金属は
担体中に入り込まない。これは、担体の失活を回避することになる。さらに、細孔分布が
狭い場合、いくつかの分子のみが、担体に入り、このことにより、分子篩を行うことが可
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能になる。さらに、コークス化の影響は制限される。マクロ細孔の不存在により、担体の
機械強度が増大する。
【０００５】
【発明の解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、水中において高分散性を有する水和アルミニウムを提供するこ
とである。
【０００６】
別の目的は、この水和アルミニウムの調製方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
これらの目的において、本発明は、まず０．３μｍ以下の直径に対して、水中における少
なくとも８０重量％の分散度を有する水和アルミニウムに関する。
【０００８】
さらに本発明は、そのような水和アルミニウムの調製方法にも関する。
【０００９】
実施の一形態において、水和アルミニウムの調製は、次の工程：
（１）　一水和アルミニウムを沈殿させるために、酸性アルミニウム源と塩基、あるいは
塩基性アルミニウム源と酸を混合する工程、
（２）　熟成工程、
（３）　濾過工程、
（４）　洗浄工程、および
（５）　乾燥工程
に従って、逆混合(back-mixing)を伴わないで行われる。
実施の別の形態において、水和アルミニウムの調製は、次の工程：
（１’）　逆混合を伴う撹拌反応器内で、ｐＨ６～８．５、温度５０～９５℃で、硫酸ア
ルミニウムと塩基とを混合する工程、
（２’）　ｐＨ９～１１、温度６０～９０℃での熟成工程、
（３’）　濾過工程、
（４’）　洗浄工程、および
（５’）　乾燥工程
に従って、逆混合を伴って行われる。
【００１０】
最後に、本発明は、触媒あるいは触媒担体の調製における該水和アルミニウムの使用法に
関する。
【００１１】
図１は、本発明による水和アルミニウムと、先行技術による水和アルミニウムとの粒度分
布を表す。
【００１２】
従って、本発明は、まず０．３μｍ以下の直径に対して、水中における少なくとも８０重
量％の分散度を有する水和アルミニウムに関する。
【００１３】
本発明による水和アルミニウムは、主として、ベーマイトおよび／または擬似ベーマイト
型の一水和アルミニウム結晶構造（ＡｌＯＯＨ、ｎＨ２Ｏ）を有する。「主として」とは
、本発明による水和アルミニウム中の一水和アルミニウムの割合が、３０重量％を越え、
好ましくは６０重量％を越えることを意味する。結晶化度および結晶相の種類はＸ線回折
により測定される。一水和アルミニウムへの補足物は、一般に非晶質水和アルミニウムあ
るいはＸ線回折によっては分析できない非常に微細な水和アルミニウムである。
【００１４】
この水和アルミニウムは、その高分散度によって特徴付けられる。この高分散度は、０．
３μｍ以下の直径に対して、少なくとも８０重量％、好ましくは、０．３μｍ以下の直径
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に対して、少なくとも９０重量％である。本発明による水和アルミニウムは、水和アルミ
ニウムの等電点（ＩＥＰ）とは異なるｐＨで水中において分散性である。
【００１５】
水和アルミニウムの分散度は、同等球体の直径に応じて加重される累積重量を与える粒度
分析により算定される。この分析値は、次のマニュアルに従って用いるセディグラフ（Ｓ
ｅｄｉｇｒａｐｈ）装置において分析すべき水和物の懸濁液の、重力による沈降によって
得られる。水和アルミニウムは、ブラベンター（Ｂｒａｂｅｎｄｅｒ）型ミキサーを用い
て、水和アルミニウムに対して６重量％の割合の硝酸、および水と３０分間混練される。
水の量は、混合物が、１０００℃で約５８重量％の強熱減量を示すペーストを生じるよう
な量である。ついで、得られたペーストは、脱イオン水で同水１リットル当たり１００ｇ
で希釈される。得られた分散液は、中位の出力の超音波（１００ワットの出力で５ｍｍの
プローブを用いて２分）を用いて均質にされる。
【００１６】
最後に、分散液は、次の沈降現象条件の下に、Ｓｅｄｉｇｒａｐｈ装置で分析される：
・アルミナの密度：　　　３．２５ｇ／ｃｍ３

・キャリア液体：　　　　水
・液体密度：　　　　　　０．９９５７ｇ／ｃｍ３

・媒質粘度：　　　　　　０．８００７ｍＰａ．ｓ
・試験温度：　　　　　　３０℃
Ｓｅｄｉｇｒａｐｈ装置による一定の粒度曲線から、水和アルミニウムの分散度が読み取
られる。この分散度は、０．３μｍ未満のサイズを有する粒子の重量百分率に一致する。
この百分率が、増加すればするほど、分散性が優れることになる。
【００１７】
本発明による水和アルミニウムは、通常、粉体形態で存在する。さらに、本発明による水
和アルミニウムは、その上に石油精製のいくつかの適用のために要求される細孔分布特性
を有する。従って、水和アルミニウムの細孔直径は、５０～３００Å、好ましくは８０～
２５０Å、より好ましくは８０～１５０Åである。さらに、本発明による水和アルミニウ
ムは、クリスタライト（晶子）のサイズ５０Å未満を有する。最後に本発明による水和ア
ルミニウムは、２８０ｍ２／ｇを越える、好ましくは３００～４００ｍ２／ｇ、より好ま
しくは３００～３５０ｍ２／ｇの比表面積を有する。
【００１８】
さらに本発明は、そのような水和アルミニウムの調製方法にも関する。実施の形態のうち
の１つにおいて、水和アルミニウムの調製は、次の工程：
（１）　一水和アルミニウムを沈殿させるために、酸性アルミニウム源と塩基、あるいは
塩基性アルミニウム源と酸を混合する工程、
（２）　熟成工程、
（３）　濾過工程、
（４）　洗浄工程、および
（５）　乾燥工程
に従って、逆混合を伴わないで行われる。
この方法では、酸・塩基沈殿、すなわちアルミニウムの酸性塩および／または塩基性塩か
らの水和物の沈殿、ついで得られた水和物の熟成、濾過、洗浄および乾燥による水和アル
ミニウムの通常の調製工程が行われる。本発明方法は、工程１を逆混合なしで行うことを
特徴とする。
【００１９】
工程１において、酸性アルミニウム源は、例えば次の化合物のうちの少なくとも１つの化
合物から選ばれてよい：すなわち塩化アルミニウム、硫酸アルミニウムおよび硝酸アルミ
ニウムである。塩基性アルミニウム源は、アルミン酸ナトリウムおよびアルミン酸カリウ
ムのような塩基性アルミニウム塩から選ばれてよい。
【００２０】
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アルミニウムをベースとする酸性または塩基性出発化合物の種類に応じて、例えば塩酸、
硫酸、水酸化ナトリウムあるいは上述されたアルミニウムの塩基性化合物または酸性化合
物から選ばれる塩基または酸により水和アルミニウムを沈殿させる。例えば２つの反応体
は、硫酸アルミニウムおよびアルミン酸ナトリウムであってよい。
【００２１】
反応体は、通常、水溶液形態で使用される。
【００２２】
水和アルミニウムの沈殿は、ｐＨの調節により得られる。ｐＨは、一水和アルミニウムの
沈殿を得るように選ばれる。一般に、このｐＨは、温度６０℃に対して６～１０、好まし
くは８～１０である。ｐＨ調節は、通常反応器に導入される反応体の流量および濃度を選
択することによって行われる。
【００２３】
沈殿の際、水和アルミニウムの懸濁液が形成される。
【００２４】
本方法の主な特徴は、この工程１において使用される反応器の種類に起因する。本発明の
この実施の形態において、工程１の反応体の混合は、逆混合現象が、最小であるように、
好ましくは完全に回避されるように実施されねばならない。「逆混合」とは、反応により
生じた生成物、すなわち水和アルミニウムが、反応器に連続導入される出発反応体との接
触、および反応器内で既に形成された水和物との接触を生じるようになる現象を意味する
。従って、使用される反応器は、例えば反応生成物が、出発反応体の導入場所から離れて
いるようになされるべきである。
【００２５】
そのような混合は、ピストン流反応器内で、特にスタティック・ミキサー内で行われてよ
い。ライトニン（Ｌｉｇｈｔｎｉｎ）ミキサーが挙げられる。工程２～工程５は、水和ア
ルミニウムの合成において一般に実施される工程に類似する。
【００２６】
工程２において、水中分散液の形で得られた水和アルミニウムは、熟成される。この水和
アルミニウムは、タンクに単に貯蔵されてよい。さらに該水和アルミニウムは、加熱され
てもよいし、オートクレーブ内で加圧されてもよい。
【００２７】
工程３において、熟成された水和アルミニウムの懸濁液は濾過される。
【００２８】
工程４において、濾取された水和アルミニウム凝集物は、望ましくない不純物を除去する
ために水で洗浄される。
【００２９】
工程５において、洗浄された水和アルミニウムは、乾燥される。こうして水和アルミニウ
ムの粉体が得られる。この乾燥は、結合水の除去を回避する温度で行われる。
【００３０】
別の実施の形態において、水和アルミニウムの調製は、逆混合を伴って次の工程によって
行われる：
（１’）　逆混合を伴う撹拌反応器内で、ｐＨ６～８．５、温度５０～９５℃で、硫酸ア
ルミニウムと塩基とを混合する工程、
（２’）　温度６０～９０℃、ｐＨ９～１１での熟成、
（３’）　濾過
（４’）　洗浄、および
（５’）　乾燥
沈殿工程１’において、アルミニウム源として硫酸アルミニウムを選択することが肝要で
ある。この出発化合物の選択によって、逆混合を伴う反応器内で調製される水和アルミニ
ウムの所望の特性を得ることが可能になる。
【００３１】
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塩基源は、水酸化ナトリウムであってよく、また塩基性アルミニウム化合物であってもよ
い。好ましくは、逆混合を伴うこの実施の形態において、水酸化ナトリウムまたはアルミ
ン酸ナトリウムが用いられる。
【００３２】
反応体は、通常、水溶液形態で使用される。
【００３３】
所望の水和アルミニウムの沈殿は、ｐＨの調節により部分的に得られる。従って、ｐＨは
、６～８．５でなければならない。好ましくは、該ｐＨは、６．５～８．５、より好まし
くは６．５～７である。ｐＨ調節は、通常、反応器に導入される反応体の流量および濃度
を選択することにより行われる。
【００３４】
さらに所望の水和アルミニウムの沈殿は、５０～９５℃、好ましくは５０～７０℃でなけ
ればならない温度の調節により部分的に得られる。
【００３５】
沈殿の際、水和アルミニウムの懸濁液が形成される。
【００３６】
沈殿の間に、反応器は、逆混合を伴って撹拌される。「逆混合」とは、反応により生じた
生成物、すなわち水和アルミニウムが、反応器に連続導入される出発反応体との接触、お
よび反応器内で既に形成された水和物との接触を生じるようになる現象を意味する。この
ために、例えば長方形状プロペラ（スクリュー）、傾斜羽根、またはＲｕｓｈｔｏｎター
ビンのような撹拌用回転体を具備したあらゆる型の反応器が使用されてよい。
【００３７】
工程２’において、水中分散液の形で得られた水和アルミニウムは、熟成される。さらに
この工程２’は、所望の水和アルミニウムを逆混合を伴って製造することがキーポイント
である。この熟成工程は、工程１’により生じた懸濁液を、温度６０～９０℃、ｐＨ９～
１１でタンク内に貯蔵することからなる。熟成期間は、一般に少なくとも１０分間である
。
【００３８】
熟成の間に、ｐＨは塩基の添加により調節される。塩基は、アルミン酸ナトリウムまたは
水酸化ナトリウムであってよい。好ましくは、それは、水酸化ナトリウムである。
【００３９】
好ましくは分散液は、熟成の間に撹拌される。
【００４０】
工程３’、工程４’および工程５’は、当業者に公知の従来方法によって、例えば工程３
、工程４および工程５に記載されている方法によって実施される。
【００４１】
最後に、本発明は、触媒または、アルミナをベースとする触媒担体の調製における、上記
の水和アルミニウム、あるいは上記方法により生じた水和アルミニウムの使用法に関する
。
【００４２】
この調製は、当業者に公知であって、一般に水和アルミニウムを成形し、ついでこれを焼
成することからなる。
【００４３】
成形は、例えば混練／押し出し、オイルドロップ成形、造粒、固化（圧縮）、スプレーイ
ングのようなあらゆる公知方法によって行われてよい。
【００４４】
次いで成形された水和物は、３００～１０００℃、好ましくは５００～８００℃に変化し
うる温度で焼成される。
【００４５】
触媒あるいは触媒担体の調製における本発明による水和アルミニウムの主たる利点は、そ
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の使用によって、触媒あるいは触媒担体中のマクロ細孔の割合を調節することが可能にな
ることである。実際、この水和物を使用することにより、触媒あるいは触媒担体のアルミ
ナ中のメゾ細孔またはマクロ細孔の存在を回避することが可能になる。「マクロ細孔」と
は、中央直径値を越える、好ましくは中央直径値プラス３０Åの直径を有するあらゆる細
孔を意味する。中央直径は、それ自体で、水銀を用いる細孔度の測定により得られる細孔
分布曲線により定義される。この値は、この曲線の変曲点に一致する（すなわち容積曲線
の誘導値における直径＝最大値を通過するｆ（直径））。
【００４６】
【発明の実施の形態】
次の実施例は、本発明を例証するが、何らその範囲を限定するものではない。
【００４７】
［実施例１：本発明による］
工程１：沈殿
直径ＤＮ２５の対照Ｌｉｇｈｔｎｉｎのスタティック・ミキサーを使用した。次の反応体
を下記に記載される濃度および流量で反応器に導入した：
硫酸アルミニウム　　　２２．７５ｇ／リットル　　５００リットル／時
アルミン酸ナトリウム　２９０ｇ／リットル　　　　８６リットル／時
温度を６０℃に維持した。
【００４８】
スタティック・ミキサーの出口において、ｐＨは９であり、水和アルミニウムの濃度は６
０ｇ／リットルであった。
【００４９】
工程２：熟成
得られた水和物を、撹拌反応器に導入した。その撹拌手段はプロペラ（スクリュー）であ
り、撹拌出力は５００Ｗ／ｍ３であった。反応器の容積は１２０リットルであった。ｐＨ
９を維持するために２９０ｇ／リットルのアルミン酸ナトリウムを非連続的に再導入した
。熟成温度は９０℃であった。期間は３時間であった。
【００５０】
工程３、工程４および工程５
次いで該水和物を濾過し、水で洗浄した。洗浄水の量は水和アルミニウム１ｋｇ当たり３
０４０リットルであった。
【００５１】
次いで水和物を噴霧により乾燥させた。出口温度は１１５℃であった。
【００５２】
結果
得られた水和物は、次の特徴を有していた：
・大部分の結晶質の種類：ベーマイト、
・ベーマイトの割合：７５重量％、
・クリスタライトのサイズ：４５Å、
・１０００℃での強熱減量：２３重量％、
・細孔容積：０．７５ｃｍ３／ｇ、
・細孔直径：９１Å、および
・比表面積：３２５ｍ２／ｇ。
【００５３】
該水和物の分散度を、下記に定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒａｐｈ５０００
ＥＴを用いて測定した。より正確には、水和アルミニウム４６．４ｇと、硝酸３．１５ｇ
および脱イオン水３８．６４ｇを含む溶液とを３０分間混練した。得られたペーストは、
１０００℃での強熱減量５９．５重量％を有していた。このペーストを、脱イオン水で１
００ｇ／リットルに希釈した。得られた分散液を、中位の出力の超音波（１００ワットの
出力での５ｍｍのプローブを用いて２分）を用いて均質化した。最後に、分散液を、先に



(8) JP 4747353 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

定義された沈降条件下にＳｅｄｉｇｒａｐｈを用いて分析した。
【００５４】
粒度分析は、図１上で明らかになった。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈを用いて測定されるサイズ０
．３μｍ未満を有する粒子の重量％は、９２％であることが証明された。この水和アルミ
ニウムは、高度に分散性であった。
【００５５】
［実施例２：比較例］
工程１：沈殿
撹拌手段としてプロペラを具備した撹拌反応器を使用した。撹拌出力は５００Ｗ／ｍ３で
あった。反応器の容積は１２リットルであった。この反応器は、定レベル・レギュレータ
により連続的に作用した。
【００５６】
次の反応体を下記に記載される濃度および流量で反応器に導入した：
硫酸アルミニウム　　　２２．７５ｇ／リットル　　５２．５１リットル／時
アルミン酸ナトリウム　２９０ｇ／リットル　　　　８．７５リットル／時
温度を６０℃に維持した。
【００５７】
ｐＨを、反応体の流量調節によって９に維持した。水和アルミニウムの最終濃度は６０ｇ
／リットル程度であった。
【００５８】
工程２：熟成
この工程は、実施例１の工程と同一であった。
【００５９】
工程３、工程４および工程５：
次いで実施例１におけるように、水和アルミニウムを濾過し、洗浄し、乾燥させた。
【００６０】
結果：
得られた水和アルミニウムは、次の特徴を有した：
・大部分の結晶質の種類：ベーマイト、
・ベーマイトの割合：７５重量％、
・クリスタライトのサイズ：４５Å、
・総細孔容積：０．６５ｃｍ３／ｇ、
・細孔直径：８０Å、および
・比表面積：３１０ｍ２／ｇ。
【００６１】
水和物の分散度を、実施例１において上記で定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒ
ａｐｈ５０００ＥＴによって測定した。
【００６２】
粒度分析は、図１上で明らかになった。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈにより測定されるサイズ０．
３μｍ未満を有する粒子の重量％は、７１％であることが証明された。
【００６３】
［実施例３：比較例］
工程１’：沈殿
３リットルの撹拌反応器に：
・Ａｌ２Ｏ３を１４２ｇ／リットル含むアルミン酸ナトリウム溶液を、流量４．８リット
ル／時で、
・Ａｌ２Ｏ３を８０ｇ／リットル含む硫酸アルミニウム溶液を、流量約３．８リットル／
時で、
・水を、流量８．８リットル／時で
導入した。
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【００６４】
水の温度は、６０℃であった。
【００６５】
硫酸アルミニウムの流量値によって反応器のｐＨを約９の値に規制した。
【００６６】
工程２’：熟成
この工程は、実施例１の工程と同一であった。
【００６７】
工程３’、工程４’および工程５’：
次いで実施例１におけるように、水和アルミニウムを濾過し、洗浄し、乾燥させた。
【００６８】
水和物の分散度を、実施例１において上記で定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒ
ａｐｈ５０００ＥＴを用い測定した。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈにより測定されるサイズ０．３
μｍ未満を有する粒子の重量％は、７２％であることが証明された。
【００６９】
［実施例４：比較例］
工程１’：沈殿
３リットルの撹拌反応器に：
・Ａｌ２Ｏ３を１４２ｇ／リットル含むアルミン酸ナトリウム溶液を、流量４．８リット
ル／時で、
・Ａｌ２Ｏ３を８０ｇ／リットル含む硝酸アルミニウム溶液を、流量約３．８リットル／
時で、
・水を、流量８．８リットル／時で
導入した。
【００７０】
水の温度は、６０℃であった。
【００７１】
硝酸アルミニウムの流量値によって反応器のｐＨを約７の値に規制した。
【００７２】
工程２’：熟成
この工程は、実施例１の工程と同一であった。
【００７３】
工程３’、工程４’および工程５’：
次いで実施例１におけるように、水和アルミニウムを濾過し、洗浄し、乾燥させた。
【００７４】
結果：
得られた水和物は、クリスタライト（晶子）のサイズ４０２Åを有していた。
【００７５】
水和物の分散度を、実施例１において上記で定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒ
ａｐｈ５０００ＥＴを用いて測定した。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈにより測定されるサイズ０．
３μｍ未満を有する粒子の重量％は、６８％であることが証明された。
【００７６】
［実施例５：本発明による］
工程１’：沈殿
３リットルの撹拌反応器に：
・Ａｌ２Ｏ３を１４２ｇ／リットル含むアルミン酸ナトリウム溶液を、流量４．８リット
ル／時で、
・Ａｌ２Ｏ３を８０ｇ／リットル含む硫酸アルミニウム溶液を、流量約５リットル／時で
、
・水を、流量８．８リットル／時で
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導入した。
【００７７】
水の温度は、６０℃であった。
【００７８】
硫酸アルミニウムの流量値によって反応器のｐＨを約７の値に規制した。
【００７９】
工程２’：熟成
この工程は、実施例１の工程と同一であった。
【００８０】
工程３’、工程４’および工程５’：
次いで実施例１におけるように、水和アルミニウムを濾過し、洗浄し、乾燥させた。
【００８１】
結果：
得られた水和物は、クリスタライト（晶子）のサイズ３５Åと、比表面積３２１ｍ２／ｇ
とを有していた。
【００８２】
水和物の分散度を、実施例１において上記で定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒ
ａｐｈ５０００ＥＴを用いて測定した。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈにより測定されるサイズ０．
３μｍ未満を有する粒子の重量％は、８１％であることが証明された。この水和アルミニ
ウムは、高度に分散性であった。
【００８３】
［実施例６：本発明による］
工程１’：沈殿
３リットルの撹拌反応器に：
・Ａｌ２Ｏ３を３５６ｇ／リットル含むアルミン酸ナトリウム溶液を、流量４．５リット
ル／時で、
・Ａｌ２Ｏ３を１１０ｇ／リットル含む硫酸アルミニウム溶液を、流量約７リットル／時
で、
・水を、流量８．８リットル／時で
導入した。
【００８４】
水の温度は、６０℃であった。
【００８５】
硫酸アルミニウムの流量値によって反応器のｐＨを約７の値に規制した。
【００８６】
工程２’：熟成
この工程は、実施例１の工程と同一であった。
【００８７】
工程３’、工程４’および工程５’：
次いで実施例１におけるように、水和アルミニウムを濾過し、洗浄し、乾燥させた。
【００８８】
結果：
得られた水和物は、クリスタライト（晶子）のサイズ３２Åと、比表面積３４５ｍ２／ｇ
とを有していた。
【００８９】
水和物の分散度を、実施例１において上記で定義されたマニュアルに従ってＳｅｄｉｇｒ
ａｐｈ５０００ＥＴを用いて測定した。Ｓｅｄｉｇｒａｐｈにより測定されるサイズ０．
３μｍ未満を有する粒子の重量％は、８２％であることが証明された。この水和アルミニ
ウムは、高度に分散性であった。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　図１は球体の直径とその累積重量の関係を示すグラフである。

【図１】
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